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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業について

平素は、当会の業務運営についてご高配賜り厚く御礼申し上げます。
　この度、農林水産省より地域の農業をサポートする場合であれば業種を問わず参入可能な「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」の実施に当たり、周知依頼がありました。
　トラクターやドローンなどの農業機械を使用して農作業の受託等を行う場合に農業機械の購入額の２分の１を補助（上限額あり）するものとなっております。
　つきましては、貴会会員企業の皆様に対し、周知方よろしくお願いいたします。
（詳細については下記ホームページをご覧ください。）

記

（参考：農林水産省ホームページへのリンク）
〇令和６年度補正予算「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」について
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/attach/pdf/service-104.pdf
〇農業支援サービスとは
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/attach/pdf/service-25.pdf
〇全国の農業支援サービスの取組事例（多様な事業者に活躍いただいております）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service_tihoujirei.html
〇その他の事業の情報はこちらから
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html#gl
以　上
